
 

 

在宅保健師会「あいち」会則 

 
（目的） 

第１条  この会は、在宅保健師（職場を離れて家庭にいる有資格者またはそれに準じる
者）が、その経験と実績を生かして保健活動を行い、保険者の保健事業を推進するた
め、必要な知識と技術の向上及び会員相互の交流を図ることを目的とする。 

 
 （名称及び事務局） 
第２条  この会は、在宅保健師会「あいち」と称し、事務局を愛知県国民健康保険団体

連合会（以下「国保連合会」という。）内に置く。 
 
 （事業） 
第３条  この会は、第１条の目的を達成するため、国保連合会の協力と支援を得て次の

事業を行う。 
 （１）地域における保健活動の支援 
 （２）（１）の事業を行うに必要な情報交換及び調査研究 
 （３）講演会・研修会・交流会等の開催 
 （４）関係機関との連絡調整 
 （５）会報の発刊 
 （６）この会の目的を達成するために必要な事業 
 
 （会員） 
第４条  この会の会員は、愛知県に在住または愛知県内に勤務したことのある在宅保健

師（正規雇用職員を除く）及び国保連合会職員（係長職以上のものに限る）で、この

会の趣旨に賛同するものとし、入会、退会においては各自事務局に連絡し、別紙入会
届（様式１）、退会届（様式２）により各手続きを行う。 

 
 （総会） 
第５条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、原則として年１回開催し、
会員の過半数（委任状含む）の出席をもって成立する。議事は出席会員の過半数の同
意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

２  総会は、会長が召集し、その議長となり、次の事項について議決する。 
 （１）事業計画に関すること。 
 （２）事業報告に関すること。 
 （３）役員選出に関すること。 
 （４）その他、総会の議決を必要とすること。 

 
 （書面表決総会） 
第５条の２ 総会は第５条に規定された議決事項に関し、やむを得ぬ事情により会長が
総会を招集することができないと認めるときは、その議決すべき事項を書面表決する
ことができる。 

２ 書面による議決は、会員の過半数の書面の提出をもって成立し、その過半数で決し、
可否同数の場合は、会長の決するところによる。 

 
 （役員） 
第６条  この会に、次の役員を置く。 
（１）会  長  １名 
（２）副会長  ２名（1名は国保連合会職員とする。） 



 

 

（３）幹  事  ８名（名古屋、尾張西、尾張東、西三河、東三河の各地区１名又は 
２名とする。） 

２ 役員は会員の中から互選し、任期は原則２年とする。ただし、再任は妨げない。 
 
 （役員会） 
第７条 この会に、第６条の役員により構成する役員会を置き、会長が必要に応じて招

集する。 
２ 役員会は、この会の運営及び事業の円滑な推進を図るために必要な事項について協

議する。 
 
 （会報編集委員）  
第８条 この会に、会報を発刊するため次の委員を置く。ただし、この委員は国保連合
会職員を除く役員をもって充てる。 

 （１）委 員 長      １名 
 （２）委  員      ３名 
 
 （会報編集委員会） 
第９条 この会に、第８条の委員により構成する委員会を置き、委員長が必要に応じて
招集する。 

２ 委員会は、会報を発刊するために必要な事項を協議し編集する。 
３ 委員会には、会長又は副会長が参加する。 
 
 （研修委員） 
第１０条 この会に、研修会、情報交換会等を開催するため次の委員を置く。 
ただし、この委員は国保連合会職員を除く役員をもって充てる。 

 （１）委 員 長      １名 
 （２）委  員      ３名 
 
 （研修委員会） 
第１１条 この会に、第１０条の委員により構成する委員会を置き、委員長が必要に応
じて招集する。 

２ 委員会は、研修会、情報交換会等を企画し、必要な事項を協議する。 
３ 委員会には、会長又は副会長が参加する。 
 
 （経費） 
第１２条 この会の運営に必要な経費は、予算の範囲内で国保連合会が負担する。 
 

 （事業年度） 
第１３条 この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
 
 
   附 則 
 この会則は、平成１０年４月２１日から施行する。 
   附 則 
 この会則は、平成１１年６月１日から施行し、平成１１年４月２６日から適用する。 
   附 則 
 この会則は、平成１２年６月１日から施行し、平成１２年５月１日から適用する。 
   附 則 

 この会則は、平成１３年６月６日から施行し、平成１３年４月１８日から適用する。 



 

 

   附 則 
 この会則は、平成１４年６月７日から施行し、平成１４年４月２６日から適用する。 

   附 則 
 この会則は、平成１６年６月１７日から施行し、平成１６年３月８日から適用する。 
   附 則 
 この会則は、平成２０年５月２６日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則 
 この会則は、平成２１年６月２６日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 
この会則は、平成２３年５月３１日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則 
この会則は、平成２６年６月２日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

この会則は、平成２９年５月２９日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

この会則は、令和２年５月１５日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

この会則は、令和６年５月２７日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式１） 

入 会 届 

 

在宅保健師会「あいち」会長  様 

 

私は、在宅保健師会「あいち」への入会を申し込みます。 

 

西暦    年   月   日 

 

住  所 〒         

 

                                      

 

ふりがな 

氏  名                       

 

生年月日 西暦    年   月   日    年齢      歳 

 

Ｔ Ｅ Ｌ              携 帯               

 

E－mail                                 

 

これまでに在職したことがある機関の番号に○を付けてください。 

【 1、市町村 2、県 3、政令市 4、企業・事業所 5、教育機関 6、その他（     ）】 

本会をどこで知りましたか。○を付けてください。 

【知り合いからの紹介・国保連合会のホームページ・その他(              )】 

 

＊この申込書の内容は、本会の活動以外の目的で使用することはありません。 

＊本会の活動に関連し、会員情報(氏名・電話番号・お住いの市町村)を役員が閲覧することがご

ざいます。 

 

 

 

 

 

 

【送付・問い合わせ先】 

〒461－8532 

名古屋市東区泉一丁目６番５号 

愛知県国民健康保険団体連合会 保健事業課 

ＴＥＬ：052－962－1379 

e-mail：jigyouka@aichi-kokuho.or.jp 

事務局記入欄 

入会日  年  月  日 

個別ＩＤ         



 

 

事務局記入欄 

退会日 

     年   月   日 

（様式２） 

退 会 届 

 

在宅保健師会「あいち」会長  様 

 

 

      このたび私は下記の理由により、貴会を退会いたします。 

 

西暦    年   月   日 

 

住  所 〒         

 

                                      

 

ふりがな 

氏  名                       

 

Ｔ Ｅ Ｌ              F A X               

 

 

【退会理由】  ※該当するものに○印をお願いします。 

  １．就職のため     ２．高齢のため     ３．転居 

  ４．多忙のため     ５．その他 差し支えなければ理由をお書きください。 

              （                    ） 

 

 注）上記の退会届についてご記入の上、事務局までお送りください。 

 

 

                 《送付先・問合せ先》 

                 〒461-8532   名古屋市東区泉一丁目６番５号 

                 愛知県国民健康保険団体連合会  

総務部 保健事業課  

                 ＴＥＬ 052-962-1379 

                 e-mail  jigyouka@aichi-kokuho.or.jp 

 


